
三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、2010年度より、弊社の研究員およ

びコンサルタントの基礎的教養を高め、クライアントに対してより魅力的で洞察

力のある知恵の提供ができるようになることを目的に、「学び」の場として『巌流

塾』を開催しています。

この目的を達成するため、『巌流塾』では表面的な知識やスキルを習得する場所

としてではなく、物事の実体、本質に迫ることができるようなテーマを用意し、

自己鍛錬、塾生同士の相互研鑽の場を提供することを目指しています。

2013年度においては、『巌流塾』の活動テーマを『100年後の日本～縮小国

家・日本に将来はあるか～』と設定し、急速な高齢化の進展、人口減少社会の到

来が確実視されるなかで、100年後の日本の姿を想定し、どのようなパラダイム

の転換が必要か、日本がとるべき戦略・政策とは何か、等について構想していく

ことを目指しています。

そして、外部から有識者を講師としてお招きして、有識者の方々とのディスカ

ッションを軸に、あるべき日本の姿についての検討を進めることとしています。

お招きする有識者の第1弾として、東京大学大学院法学政治学研究科教授・長谷部

恭男氏に、「憲法とは何か～日本の将来を見据えた日本国憲法のあるべき姿につい

て～」と題した講義をお願いいたしましたので、ここに講義録を採録いたします。

100年後の世界と日本

憲法とは何か
～日本の将来を見据えた日本国憲法のあるべき姿について～
What is the Constitution?: What Japan’s Constitution Should Be, Reflecting the Future of the Country

Since 2010, Mitsubishi UFJ Research and Consulting has offered the company’s researchers and

consultants learning opportunities through the Ganryu Seminar to enhance their basic knowledge

and enable them to provide interesting and insightful ideas to clients. To achieve this goal, the

Ganryu Seminar is intended to be not merely a place for acquiring superficial knowledge or skills,

but also a place where the participants can learn from each another as well as train themselves by

engaging in themes that are connected to the reality and essence of issues. 

In 2013, the theme for the Ganryu Seminar is“Japan in 100 Years: Does Our Shrinking Nation

Have a Future?”With the country gripped by rapid population aging and population decline, the goal

of the seminar is to imagine the situations that Japan will face 100 years from now and to discuss

ideas regarding, for example, what kinds of paradigm shifts will be necessary and what strategies

and policies should be pursued over this period. Experts from outside the company have been

invited to lecture, and the seminar participants can further their ideas about an ideal Japan through

discussions with them. 

Included in this issue of the journal is content from a lecture entitled“A Summary of What is the

Constitution? What Japan’s Constitution Should Be, Reflecting the Future of the Country”given by

Yasuo Hasebe, Professor at Graduate Schools for Law and Politics, University of Tokyo, the first

invited lecturer at the Seminar.
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本日は「憲法とは何か」という題で話をします。

最初は、立憲主義とは何かです。最近になって「立憲

主義」という言葉もだいぶ普及してきました。「立憲主義」

という言葉は、Constitutionalismの訳ですが、いろい

ろな意味で使われます。

大きく分けて広い意味、狭い意味がありますが、広い

意味では、「政治権力を制限する思想一般」を立憲主義で

あるというふうに使います。この意味ですと、古代や中

世にも実は立憲主義はあったということになります。

たとえば中世のキリスト教を正当な教義とする社会で

したら、政治権力も当然キリスト教の考え方に従って行

使されなくてはいけないというように、それなりに政治

権力は制限されているわけです。それを中世流の立憲主

義であるということは、広い意味の立憲主義であれば可

能です。

ただし、現在、日本であるいは日本が今までお手本に

してきた国々で、「立憲主義」“Constitutionalism”と

いう言葉が使われるときには、「近代立憲主義」を指すの

が普通です。平たく申しますと、国民の権利と自由を保

障し、それに基づいて政治権力を制限していること、こ

れが「近代立憲主義」です。この世の中には根源的に対

立する多様な価値観、世界観がありますが、こうしたこ

とを認めることがこうした立憲主義の前提です。

古代のアテネにも立憲主義があったといわれることも

ありますが、これが「古代立憲主義」です。古代の立憲

主義または中世の立憲主義においては、価値観や世界観

の多元性は認められません。

一方、「近代立憲主義」は国民の権利や自由を保障して、

それに基づいて政治権力を制限していまして、それは大

変結構なことです。ただし、そのことだけでしたら、何

でそんなものにこだわらなくてはいけないのですか、と

いう話があり得るわけです。ですから、なぜ「近代立憲

主義」がそんなに大事なのか、その理由を考えないとい

けません。

「近代立憲主義」は、17世紀から18世紀のヨーロッパ

で生まれた考え方でして、その意味では比較的歴史の浅

い思想です。これに類似する考え方を、たとえば古代の

アテネで見つけることができないというわけではありま

せん。ただし、近代以前においては、それほど普遍的な

考え方ではなかったのです。立憲主義が普遍化したのは、

やはり17世紀、18世紀のヨーロッパと、その出店のア

メリカということになります。

ではなぜヨーロッパで立憲主義が生まれたのかと申し

ますと、その前提になっているのが宗教改革です。宗教

改革によって、それまで1つであった教会が分裂しまし

た。少なくとも2つ、見方によっては3つ、4つに分裂し

ていくわけです。それは宗教戦争をもたらします。と申

しますのも、宗教はそれぞれの人にとってはとても大事

なものです。それぞれの人の生き方を決めるものですし、

人生の意味は何なのか、そもそもこの宇宙はいったい何

のためにあるのか等、大事なことを教えてくれるのが宗

教です。ですから、ある特定の宗教が正しいと信ずる人

にとっては、その宗教はとても大事なものとなるわけで

す。

自分にとって正しい宗教であれば、自分にとって正し

いだけでなくて他人にとっても正しいはずですから、そ

れを世の中一般に推し広めるのが人としての自然の情で

す。それぞれの人がその自然の情に基づいて、自分の信

じている宗教を他人に推し広めようとすると、結果とし

て血みどろの戦争になります。なぜならば、相手は「正

しくない宗教」に従っているわけですから、そういう人

の場合、相手の肉体を滅ぼしてでも相手の魂を救ってあ

げた方が、その人のためになるという考え方になります。

ただし、そうは言いましても、こういう血みどろの争

いというのをいつまでも続けていくほど人間は実はばか

ではなかったわけです。価値観や世界観というものは多

元的なものなのだ、ということを認めたうえで人間らし

い社会生活というものを送っていくためには、どういう

立憲主義とは何か

Part1：講義
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枠組みが共有されていればいいのか、という問題意識が

生まれるようになってきます。これが「近代立憲主義」

です。

世の中に価値観、世界観の根源的な対立があり、それ

ぞれが正しいと思っている人が多様に存在していること

を認めたうえで、そういう違いにもかかわらず、みんな

フェアな形で社会生活を送ることのできる枠組みという

のはいったいどういうものか。世界観、価値観の違いに

基づいて特定の人だけ不利に取り扱う、特定の人だけ有

利に取り扱う、といったことのないフェアな仕組みは、

いったいどうやったら実現できるのか。その答えが「近

代立憲主義」だということになります。

「近代立憲主義」の中心的な手だてのひとつが、公と私

を区分することになります。もちろん、公と私の間のど

こかに明確な線がピっーと引いてあるというものではあ

りません。公と私の区分は、人為的なものです。公と私

の区分は、先ほどの話からして当然ですが、無理をして

区分をしているのです。本来は公と私は区分したくない

と思うものですが、そこを無理やり区分しているのです。

最初に、「私」の領域から話をします。「私」の領域で

は、それぞれの人が自分の生き方や世界観を選びとって、

それに従って自由に生きていくわけです。ときには志を

同じくする仲間とともに生きるとか、あるいはパートナ

ーになってくれる等のかたちで、ほかの人と一緒に家庭

や結社を構築して生きていくこともあります。それが

「私」の領域です。

「私」の領域では本来の自分の価値観に基づく自由な生

き方を保障するのですが、他方で、「公」の領域では、自

分の根源的な生き方とか価値観を脇に置いておいて、社

会全体の共通の利益に関わる問題を考えることになりま

す。どんな価値観や世界観を持つ人であっても、共通に

必要になる、そういったものがあるはずですね。たとえ

ば、道路がないよりは、きちんとした道路があった方が

いいわけですし、きちんとした港等もあった方がいい。

その他、子供が大人になったときにどういう生き方をす

るかに関係なく共通して必要な知識や教養を教えてくれ

るような教育システム等も「公」の領域の話になってき

ます。それも特定の価値観だけを教えるようなところで

はなくです。自分の根源的な価値観、世界観を脇に置い

て、社会共通の利益に関わるものがいかに提供されるべ

きかについて冷静に話し合って決めていく、それが「公」

の領域です。

この辺は誤解があり得るところなのですが、「公」の問

題を議論するときに、自分の本来の価値観や世界観が何

の影響も及ぼしていないことはあり得ないと思います。

なんらかの形で影響があるはずなのです。ただし、世の

中には多様な考え方の人がいるので、たとえば「自分の

宗教によれば、これが正しいのだ」という言い方をして

も、その宗教を信じない人には納得してもらえません。

これは要するに理由づけの問題です。「社会に共通する

利益はこうなのです」ということを説明するとき、「私の

宗教だったらこれが正しいのです」とは言わないで、「ど

んな世界観や価値観を持っている人だって、人間らしい

社会生活を送ろうとするのだったら、これはどうしても

必要なものでしょう」という理屈づけをしないといけな

い。そうでないと、違う価値観を持っている人は納得で

きません。それが「公」と「私」の区分です。

公と私の区分をするということは、最終的には、政府

には何ができて何ができないのかということを決める区

分と密接に関連をします。政府に何ができて何ができな

公と私の区分
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いのかを議論するということは、理由づけとして何を持

ってくることができるのか、という区分だと考えていた

だければと思うのです。

たとえば、私たちが「ここに道路をつくりたい」「学校

をつくりたい」というときには、先ほど申し上げたよう

に、「どんな考え方を持っている人でも、社会生活を送る

ためならやはり共通に必要なものなのだから、政府とし

てこういうサービスを提供します」という言い方をしな

くてはいけないわけです。

このような「公」と「私」の区分を前提にしたうえで、

国民の権利や自由として、どういうものを保障しなくて

はいけないか、が決まってくることになります。

私的な領域では、各自が選ぶ価値観に従って自由に生

きることが保障されなくてはなりませんので、いくつか

の例をあげてみますと、信教の自由、思想の自由、プラ

イバシーの保護、等は当然に必要になりますし、それら

の前提になる物理的な人身の自由も当然保障しないとい

けない。

他方で公的な領域では、価値観の違いにかかわらず、

社会に共通する利益の実現のためにみんなが協力をしな

いといけない。冷静にかつ理性的に、審議・決定に協力

をしなくてはいけないわけですが、そこでは十分な情報

に基づく審議が必要ですから、表現の自由が重要になっ

てきます。典型的にいうと、マスメディアの表現の自由

が重要になります。また、自由に入手できる情報に基づ

いて市民としての審議と決定が可能になる民主的な政治

制度が構築をされていないといけない。その構成要素と

して選挙権がありますが、選挙権も平等な形で配分され

ていないといけない。

最近、日本の最高裁も、投票価値の平等をかなり強調

するようになってきていますが、投票価値の平等はなぜ

そんなに重要なのでしょうか。「投票価値の平等が損なわ

れているからといって、『私は損をしている』等といって

文句を言う人を私は見たことがありません」とか言われ

ることがありますが、自分が損をしているという問題で

は実はないわけです。それぞれの人を平等な存在として

見ているかという点が問題です。平等な存在として見て

いるのだから、だからあなたも社会に共通する利益のた

めに一生懸命考えて、それなりの努力をしてくださいと

いうメッセージを国の側から送ろうと思うのであれば、

やはり投票価値も平等にしていないと、その前提がそも

そも成り立ってないではないのかという話です。もちろ

ん投票価値を平等にすることには、それ以外にもいろい

ろ理由はありますが。

立憲主義を言葉で言うだけではなく、社会のメカニズ

ムとして埋め込んで動かしていくために、大抵の国でと

られているのが「硬性憲法の原則」です。「硬性憲法の原

則」とは、通常の立法過程で法律をつくるよりは、難し

い手続を踏まないと憲法典は変えらないということです。

また、その憲法典の中に近代立憲主義の諸原則と、そこ

から派生してくる国民の権利や自由の原則を書き込んで

おくという話です。「硬性憲法の原則」については、いろ

いろな説明の仕方ができますが、ひとつは「通常の政治

過程から距離を置く」という言い方ができるかと思いま

す。

通常の政治過程というものは、要するに党派政治です。

先ほどは社会全体の共通の利益のために云々等ともっと

もらしいことを申し上げましたが、通常の政治過程、す

なわち党派政治というのはそれほど高邁なものだとは皆

さんは考えていないのではないでしょうか。いろいろな

利益団体があって、それぞれが自分たちの利益を実現し

ようと思っていろいろ競争し、ときには妥協を図って、

最終的には民主主義というのは多数決ですから、多数派

をどうやって形成していくのか、そのプロセスが通常の

政治過程です。けれども、その通常の政治過程の中で一

緒に憲法原則の話まで取引材料のひとつにされると困る

ので、「硬性憲法」という形で、立憲主義の諸原則を憲法

典の中に書き込んで、これはそうそう簡単には変えられ

国民の権利と自由
硬性憲法の原則
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ませんという仕組みをとっているのです。

憲法とは、国が本来、中長期的に守っていくべき基本

原則ですが、もしも通常の政治過程の中で一緒くたで憲

法の中身も変えられます、ということになりますと、そ

のときどきの多数派、少数派の変動によって、憲法の中

身もあっちに行ったり、こっちに行ったりと変動するこ

とになります。果たしてそれでいいのでしょうかという

話です。

最近は、今の内閣が憲法解釈を変える立場をとってい

るのだから、内閣で憲法解釈を変えるのだとおっしゃる

方々もいますが、政権が変わるたびに憲法解釈が変わっ

ていいのだろうか、という話でもあるかと思います。

別の言い方をいたしますと、「硬性憲法の原則」をとっ

ていることは、ある種の合理的自己拘束だと言われるこ

ともあります。「合理的自己拘束」とは、英語のpre-

commitmentを意訳したものです。古典的な事例で申し

ますと、皆さん、ご存じの「オデュッセイア」の中で描

かれている、オデュッセウスというトロイヤ攻めに参加

したギリシャの王様の話があります。ギリシャの王様と

いっても、当時の王国は日本の村くらいの広さですので、

現在の村長さんみたいな人だと思いますが。そういう人

が自分の部下を率いて、部下といっても仲間でしょうね、

仲間を率いてトロイヤに行って、城が落ちた後で帰って

こようとするときに、いろいろ艱難辛苦に出合って、結

局は部下をみんな失って身ひとつで帰ってくるという話

です。

さて、彼が遭遇した艱難辛苦のひとつが魔女セイレー

ンの棲む海の難所です。セイレーンの魅惑的な歌声に聞

きほれていると、大きな渦巻きの中に飲み込まれたり、

脇の岩礁にぶつかって難破するという難所です。そこで、

オデュッセウスは何を思ったのか、オールをこぐ部下の

耳には蜜蝋を詰めて歌が聞こえないようにして、自分を

マストにしばりつけさせて、自分だけは魔女セイレーン

の歌声が聞こえるようにしたのです。ただし、セイレー

ンに魅惑されて、変なことをしないように、マストに自

分をしばりつけておいてくれと言ったのです。そんなこ

とをするなら最初からセイレーンの歌を聞かなければい

いと私は思うのですけれども、変な話はいろいろあるも

のですね。

これがpre-commitment、すなわち「合理的自己拘束」

の例え話です。自分が正しいと思っている価値観や世界

観にひきずれて、うっかりと憲法を改正したりしないよ

うに歯止めをかけておき、「簡単には変えられませんよ」

ということをあらかじめ宣言しておくのです。それが

「硬性憲法」です。そして、「硬性憲法の原則」を裏から

支えるために「違憲審査制」があります。

ところで、私は今、ベトナムの憲法改正のアドバイザ

ーとして呼ばれて行ったりしています。日本では「憲法

を変えるな」と言っていて、ベトナムでは憲法を変える

お手伝いをしているのですが、全然矛盾はしておりませ

ん。

というのも、ベトナムの憲法は、だんだん立憲主義に

近づいていこうという議論をしているのに、日本の憲法

は立憲主義から離れようという議論をしているようだと

私は考えています。ベトナムに関しては、立憲主義にな

るべく近づいていくために、私はアドバイスをしている

のです。

この「硬性憲法」の話題は、最近よく議論される、憲

法96条の要件の緩和の問題につながっていきます。ご存

じの通り、憲法96条では、両院それぞれの総議員の3分

の2の賛成がないと国会での憲法の改正の発議はできな

いことになっています。そして、これに対して、「硬過ぎ

る」という議論があるのですね。変えたいという方から

すると、これは硬過ぎるのだろうと思うのですけれども、

なぜ3分の2という形でわざわざ特別な多数が必要な制度

にしているのかがやはり問題でして、これは「だいたい

の人は、この改正で大丈夫だろうと思う」という内容の

改正案に落ち着かせるために、3分の2という水準になっ

ているということです。

立憲主義の前提からすると、世の中にいろいろな考え

憲法96条について
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方やいろいろな立場の人がいるわけですから、そういっ

たいろいろな考え方やいろいろな立場の人がいるという

ことを前提にしたうえで、なるべく幅広いコンセンサス

がとれるような改正案であってはじめて国会で発議がで

きるようになっているわけです。そのときどきの政治的

な多数派が、おっちょこちょいな発議をしないように、

3分の2の特別多数という水準が要求されるという話で

す。

これに対しては、「いや大丈夫、最後は国民投票で決ま

るのだから、いいじゃないか」という議論がありますが、

これはちょっと単純に過ぎる議論ではないかと思ってお

ります。というのは、立憲主義を前提として、憲法典に

書き込まれる憲法原則というものは、中長期的にその社

会で守っていく基本原則です。先ほども申しました通り、

通常の政治過程での取引とか、貸し借りの材料とかとい

うことでは簡単に動かされないように、ずっと守ってい

きましょうという話です。ですので、これは子供とか孫

の代までずっと運用し続けてみないと、最初の投資のよ

しあしの判断がつかない金融商品のようなものだと私は

ときどき申し上げているのですけれども。仮にそういう

譬えが成立するのだとすると、「今、本人であるあなたが

判断するのだから、どんどん提案させてください、決め

るのはあなただから大丈夫です」というわけにはいかな

いのではないのか、という話です。

さて、憲法は「国民」という言葉をよく使います。実

はいろいろな意味で「国民」という言葉が使われている

のですが、少なくともここでは「国民」が2つの違う意

味で使われていることに気をつける必要があります。

憲法96条が言っている、最後は国民投票で承認を得な

くてはいけないというときの「国民」は、そのときどき

の有権者団という意味での国民です。こういう意味で使

われている他の例としては、たとえば最高裁判所の裁判

官の「国民審査」があります。「国民審査」も、そのとき

どきの有権者団が審査をします、という意味です。

もうひとつの意味の「国民」があります。典型的な例

は憲法の前文に出てきます。たとえば前文の最初の部分

で、「日本国民がこの憲法を確定する」というふうにいっ

ています。この「国民」とは、有権者団という意味での

国民ではありません。

前文に出てくる「国民」は、国会における代表者を通

じて行動し、この憲法を確定すると言っています。もし

も有権者団であれば、別に国会における代表者を通じて

行動する必要はなく、自分で決めればいいわけです。憲

法の前文で言っている「国民」は、まだ生まれていない

将来世代の国民も含めた、過去から未来へと永続してい

く団体とそのメンバー、そういう意味での「国民」です。

前文でそのすぐあとに出てくる国政は国民の信託による

ものだ、その福利は国民がこれを享受すると言っている

部分の「国民」も同じ意味です。

「有権者団が信託している」とか、「有権者団が福利を

享受するのだから、今、われわれがいいと思う政策をと

ってくれ」と、有権者の方々は思っているかもしれませ

んが、憲法が想定しているのは、まだ生まれていない将

来世代も含めた永続していく日本国民、その団体とその

メンバーが国政を信託していて、その福利はそういう永

続していく日本国民、その団体とそのメンバーがこれを

享受する、そういう話になります。

憲法43条で、両議院の議員が全国民を代表するという

ときの、「国民」も同じ意味です。43条は、有権者にと

って利益になるようなことをするのが国会議員です、と

国民とは何か
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いうことを言っているわけではありません。これも同じ

で、43条での「国民」とは、まだ生まれていない将来世

代も含めた、長期的に見たときの国民です。

憲法96条がなぜこうも厳重な改正の手続を定めている

のかと申しますと、つまるところは、そういう永続して

いく国民とそのメンバーの利益を守るためにこうした厳

格な手続になっているということです。ですから、「現在

ただいまの有権者団がこういうのだから、それでいいの

です」ということで話が終わりになるものではありませ

ん。

そういう観点から申しますと、国会での発議と、その

あとにくる国民投票というのは、これはひと続きのワン

パッケージの手続だと考えていく必要があるわけで、有

権者団がこれまたうっかりおかしな判断をして、中長期

的に見たときの日本国民にとって不利益になるような憲

法改正をしないように、国会での発議の要件を厳しくし

ているという話です。この2つ、すなわち国会の発議と

国民投票を別々に切り離して、「国会の議決のあとに国民

投票があるのですから、国会の発議はゆるやかにして大

丈夫です」というふうには言えないところがあります。

次の話は、「国境の意味」です。去年秋に、小説家の村

上春樹さんが「朝日新聞」に寄稿していまして、国境紛

争、これはとりあえずは日本と中国のことを念頭に置い

た国境紛争ですが、これは実務的に解決可能な案件であ

るし、そうでなくてならないのだ、ということを書いて

おられました。これについては、そうであればとてもい

いなと私も思います。

ただ、実際には、実務的に解決可能な国境紛争とそう

でない国境紛争とがあります。そして、特に日本と中国

の間の問題については、そのどちらなのかを考えていか

ないといけない。

この点で参考になるのが、ロバート・クーパーという

人が書いた『国家の崩壊』という本で、原題は『The

Breaking of Nations』です。このクーパーさんは、も

ともとはイギリスの外務省の高官で、ブレア政権のとき

に、外交政策の立案にあたって力があったといわれてい

る人で、今はEU本部で働いています。

クーパーさんは、日本とも関係があり、内田光子さん

という世界的なピアニストの方がいますが、クーパーさ

んは彼女の旦那さんです。それはともかく、この『国家

の崩壊』では何を言っているのかというと、モダン国家、

つまり近代国家はこれからどうなっていくのかという話

です。近代国家は、別の言い方をすると国民国家という

ことになりますが、この近代国家、国民国家は、近代立

憲主義とほぼ同時に生まれたものです。近代国家は、要

するに国民国家をつくって、その域内の平和を確立して

いくことになります。そして、複数の国民国家が並立す

ると、国家と国家の間では戦争が起こり得るわけなので

す。多数の国民国家から成り立つ世界は、お互いの力の

バランスをとることで平和を確保できる、というメカニ

ズムです。このメカニズムはかなりの程度うまく機能し

ていたのだとロバート・クーパーさんは言っています。

ただし、特に冷戦の終結後は、このメカニズムはだんだ

ん機能しなくなってきている。

そして、冷戦が終結した今後、近代国家は「ポストモ

ダン国家」になるのだと彼は言っています。ポストモダ

ン国家の典型はEU域内の諸国です。ポストモダン国家の

特徴はどこにあるのかと言うと、国内問題と国際問題と

の区別が不明確になっている点です。たとえば、従来で

あれば国内だけで解決できた問題についても、他の国や

国際的な組織等がいろいろと文句を言うようになってき

て、しかもそうした干渉を各国が受け入れるようになっ

ています。また、少なくともポストモダン国家同士の国

境は、意義が大きく低下します。具体的には、人の流れ

をせき止めるとか、物の流れやサービスの流れをせき止

めるという国境の意味が極度に低下します。

さらに、平和を確保するという意味での防衛上の国境

の意味も低下します。お互い軍備を備え、その力の均衡

で平和を保つという考え方は、少なくともEU域内の国家

間の関係ではあてはまらないわけですね。安全は相互の

国境の意味
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武力を開示し合い、透明化を図ることで保障されます。

こういうポストモダン国家になると、国境に関する紛

争はほとんど意味がなくなるわけですし、仮に起こった

としても、それは当然実務レベルで十分に解決可能です。

ただ、憲法原理を異にする国家同士の国境紛争という

のがいまだにあるわけです。クーパーさんも現代の社会

ですべての国家がポストモダン国家になっているわけで

はないと言っています。典型的な国民国家はアメリカ合

衆国ですが、それ以外にもたとえば中国という別のタイ

プの国民国家もある、とクーパーさんは言っています。

この次にポストモダン国家になりそうな国は実は日本

だとクーパーさんは言うのですが、日本はいまだにそう

なれていない。なぜなれていないかというと、隣に中国

がいるからだ、というのがクーパーさんの診断です。

この問題をほかの筋道から議論していくとどうなるの

かという話ですが、ここで、ジャン・ジャック・ルソー

の話を取り上げてみましょう。

社会契約（contrat social）論で有名なルソーですが、

死後になって発見された彼の原稿として『戦争及び戦争

状態論』があります。この中で彼が言っているのは次の

ようなことです。

戦争は国家と国家が戦うものです。20世紀も後半にな

ると、国際法上の国家でない主体も戦争をするようにな

っているのですが、少なくとも典型的な戦争は現在でも

国家と国家が戦うものです。ところで、国家は、実は憲

法が構成している人為的な存在です。国家は、つきつめ

ればわれわれの頭の中にしかない約束事だということを、

ルソーは言っているのです。

現実に物理的あるいは生物学的に存在しているものと

しては、人間がいますし、山とか川とかがありますし、

牛とか犬とかがいますし、それから、家があり、道があ

ります。他方で、たとえば富士山が日本の領土であると

か、あるいは私は日本国民であるとか、これらは要する

に約束事でそうなっているので、手で触れたり、目で見

たりするものとしてそうなっているわけではないという

話です。国家は、要するに約束事で、たとえば、国家を

代表する誰かが行うことは国家が行うことなのです、と

いう約束事を介して国家ははじめて行動ができる。そう

いう意味で、国家は約束事であり、その約束事の核心に

あるのが、ルソーに言わせると社会契約だということに

なりますが、それは言いかえると「憲法」だということ

になります。

話を戻して、戦争とは国家と国家が戦うということで

すが、その国家は憲法によって構成されている、要する

にアーティフィシャルな（人為的な）存在です。そして、

これもまたルソーが言っているのですが、国家と国家が

戦争する場合、戦争で攻撃している対象は実は敵国の憲

法です。

ですから、戦争が最終的に終結するためには、相手の

国の憲法の変更が必要になります。これは第二次大戦が

終わるときに、アメリカがなぜ日本の憲法を変えること

にあれだけこだわったか、その大きな理由です。あるい

は、なぜ冷戦は終結したのかというと、ソ連をはじめと

する東ヨーロッパ諸国が「自分たちはもう共産主義をや

めます。議会制民主主義国家になります」と少なくとも

表向き、言ったわけです。もっとも、特にロシアについ

てはどこまで本当にそうなっているかは疑わしいぞとい

う人もいますけれども。いずれにしても、共産主義をや

める、憲法とそれによって構成される国家体制を変えま

すと表明したことによって、冷戦は終わりました。

同様の話を、カール・シュミットという、ワイマール

時代のドイツで活躍をした憲法学者がしています。シュ

ミットが考察の対象とした当時の政治体制、あるいは国

家間の敵対関係ですが、ファシズムと共産主義と議会制

民主主義、この3つの選択肢、3つの憲法原理の根源的な

対立があるとシュミットは言っています。

なぜ対立しているかですが、これは20世紀になって初

めて世界に広まっていった2つの原理、すなわちひとつ

戦争は何を攻撃するのか

ファシズム対共産主義対議会制民主主義
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は民主主義で、もうひとつは福祉国家原理、この2つの

原理を両立させるのは、ファシズムなのか、共産主義な

のか、議会制民主主義なのか、という理念の激しい対立

の結果だ、というのがシュミットの見立てです。

なぜ民主主義、つまり大衆の政治参加と、福祉国家原

理、すなわち国民全体がなるべく格差がない形で福祉を

向上させていかなくてはいけない、という2つの原理が

政府の目標になったのかという点については、その前提

として、国の戦争の仕方が変わったからという背景があ

るのですが、それはともかくとして、ファシズムか、共

産主義なのか、議会制民主主義なのかをめぐって第二次

大戦は戦われたわけですし、ファシズムがなくなった後

は、共産主義か議会制民主主義か、という対立が冷戦と

して継続しました。

そのうえで、先ほどのクーパーさんの話に戻ってきま

すと、クーパーさんが言うように、日本と中国との関係

は、国民国家同士の対立であり、しかも憲法原理を異に

している国民国家同士の対立なのだとすると、これは実

務レベルで解決可能な話にはならない、ということにな

るだろうと思います。

他方で、クーパーさんが言っているように、日本と中

国との対立が憲法原理を異にする国民国家同士の対立で

ある、と単純に言ってしまっていいのかという点につい

て、実は疑問があります。というのは、クーパーさんは

近代国家以前、前近代における一定領域での平和維持の

メカニズムとして「帝国」というものがあったと言って

います。一定領域における紛争の可能性を、支配されて

いる人民の意向と無関係に強権的に押さえつける支配形

態のことです。ただし、この「帝国」というやり方では

近代以降はなかなかうまくいかなくなっています。それ

はなぜかというと、価値観の多様性を認めながら、その

共存を図っていく、しかも人々の意思や意向を反映しな

がら政治を運営することが一般的な考え方となってきた

からで、その考え方と「帝国」の仕組みが整合しないと

いうことですが。

さて、問題は現在の中国が「国民国家」なのか、むし

ろ「帝国」なのではないかという点です。現在の中国は、

対立の火種になりそうな事態を強権的に押さえることに

よって一定の領域内での平和を確保する、しかも、人民

の意思や意向とは無関係に政治を運営するという政治体

制だという見方も十分あり得るだろうと思うのです。

そして、中国はその政治体制を維持していくために、

一党独裁体制を敷いているのですが、これはいったんで

きあがりますと自己保存のメカニズムが働いて、強権的

なシステムのネットワークを再生産しようとします。そ

うすると、日本の隣にあるあの国は、実は国民国家では

なくて「帝国」かもしれないわけです。クーパーさんが

言っている通り、国民国家同士である場合は力のバラン

スでかろうじて相互の平和を確保していくということで

すが、このこと自体はたぶん相手が「帝国」であっても、

根本的なところで変わっているわけではないでしょう。

ただし、「帝国」は悪くすると何かの拍子に壊れるもので

すから、その可能性も考えながら、どうやって平和を保

っていくのかを考えていかなくてはなりません。日本は、

極めて複雑な問題に巻き込まれている可能性があると私

は思っています。

集団的自衛権を行使できるようにしようという論点に

ついて、私は消極的に考えています。いろいろな論点が

あるのですが、「集団的自衛権を行使できるようにしよう」

という方向に日本が踏み出していくためには、まずは台

「帝国」としての中国
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湾を中国が武力で取りにきたときに、日本はアメリカと

一緒に中国と戦う用意はあるのか、という点について十

分議論してからでないと、簡単に「集団的自衛権を行使

できます」とは言えないのではないかと思います。

そういう意味では、日本が中国の隣に位置しているこ

とはとても困った状態で、このこと自体はどうしようも

ないことなのですけれども、少なくとも憲法学者の目か

ら見ると、とても困難な問題に直面している、というこ

とではないかと思います。
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【小松】 小松と申します。

半分、先生に実は私どもが想定していた質問の答え

を最後、おっしゃっていただいたところもあるのかな

と思うのですが、やはり先生のご本を読ませていただ

いて、憲法原理が違う中国と日本というのは、憲法学

上の問題のとらえ方からしますと、なかなか永続した

関係というのはこのままでは築けないのかな、なおか

つ共産党の正統性というのが日本を駆逐したというと

ころに根づいているものですから、憲法上も、政治上

もなかなか難しいのかなと考えています。

そうなった場合に、日本のとるべき道として、やは

り政治的な解決しかないのか、もしくは憲法学上とい

うことを考えれば、中国が体制転換をする、日本に近

い価値観の憲法になるというのを待つ、もしくは日本

が政治的な働きかけをうまく行って誘導するというこ

となのか、もしくは日本自身が中国の価値観も取り組

むような、もう少し広い、答えは分からないのですけ

れども、広い新しい憲法みたいなものを打ち出してい

くべきなのか。そのあたりを先生はどうお考えなのか

ということ。

もうひとつは、これも先生が先ほどおっしゃってい

らっしゃったのかも分からないのですけれども、私ど

もはそもそも中国という歴史や伝統のある風土、土地

柄において、立憲主義というものが将来的にも根づく

可能性があるのかどうなのかなというところを疑問に

思っておりまして、そのあたりも先生のお考えをお伺

いさせていただければ。

【長谷部先生】 とても難しい質問で、十分に答えられそ

うもないですが、中国との間は、やはり憲法原理が違

いますので、永続的に波風の立たない友好的な関係を

構築することは難しいと思っている点は、それはおっ

しゃる通りです。今年の3月に米国コロンビア大学に

行ってきまして、同大学のロースクールと公共政策大

学院で何回か講義をしてきたのですが、そこでも「何

で中国と日本とは仲よくできないのだ」という質問が

出まして、それに対して私は「表面的には尖閣の問題

ですとか、日本の一部の政治家の言動とかの問題があ

ることはその通りですが、やはり基本的には日本と中

国は憲法原理が違う。日本とアメリカは立憲主義であ

り、リベラルで民主的な国家ですが、中国はそうでは

ないので、そうである以上、中長期的にわたって安定

的に友好的な関係を保つのは簡単ではない」という話

をしてまいりました。

これは憲法原理の話ですが、先ほど私が申し上げた

通り、相手が「帝国」であるという可能性もあるので、

日本だけでどうしようといっても限界があると思いま

す。日本が中国と折り合いがつく憲法に変えるという

のはどういう可能性があるのか私はよく分かりません

けれども、たとえば、今の香港みたいな感じかなと思

いますが、それに日本国民の大部分が納得するかとい

うと、それは簡単ではないと思います。とすると、日

本はやはり現在のリベラルな立憲主義の憲法原理を維

持していくこととなり、やはり同じリベラルな立憲主

義の憲法原理をとっているアメリカと実力の点も含め

て協力をし、何とか隣人とつき合っていくしかないの

ではないかなと考えております。

【小松】 あとは今後、帝国が体制崩壊するなり、転換す

ることがあった場合に、そのあと、日本やアメリカと

Part2：質疑応答

小松創一郎氏
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同じような形の立憲主義というものが中国で成立する

可能性があるのかどうかというところはいかがでしょ

うか。

【長谷部先生】 その可能性がないとは思っていません。

たとえば台湾の事例があります。台湾が国だというと、

中国に怒られてしまいますが、台湾はずっと権威主義

体制の国でした。ただし、現在は民主国家であり、政

権交代もあり、リベラルな権利や自由も保障する国家

として運営されていますので、中国がそういう国に転

換する可能性はないことはないと思います。ただし、

今の広大な領域のままでまるごとリベラルな立憲主義

の国家になるのは難しいのではないか。帝国のある程

度の部分をそぎ落としていかないとリベラルな民主国

家にはなり得ないという気がしていますが。

【小松】 ありがとうございます。

【大島】 先ほど先生がベトナムで立憲主義があるという

話でしたが、ベトナムは逆に言うと、そういう方向に

向いた理由というのは何か国内事情というのはあるの

でしょうか。

【長谷部先生】 いろいろな背景が言われておりますけれ

ども、ひとつはアメリカを含めた西欧諸国からの投資

を呼び込むためには、そういう姿勢は見せる必要があ

るということだと思います。しかしだからといって、

どこまで行けるのか、そこはなかなか難しいところで

す。2、3週間前に、早稲田大学の坪井善明教授がベト

ナムの憲法改正についての記述を「朝日新聞」のコラ

ムに載せていましたが、ベトナムの進歩的な人たちは、

リベラルな立憲主義までいってもらいたいという運動

をしていて、それは相当有力な動きにはなっています。

ただし、政府が、特に政府主導部がそうなのかといえ

ば、現在そこまで踏み切る段階にはなっていない。い

ずれにしても、方向としてはそちらの方向に動いてい

るということです。

【大島】 ありがとうございます。

【小松】 もうひとつ私の方から、9条に関連する内容な

んですけれども、私自身は9条が非常に日本の平和に

貢献してきましたし、なんら変える必要はないという

ところはベースには持っているのですが、ただ、集団

的自衛権の問題で、アメリカの空母が攻撃されたとき

に、日本の護衛艦が反撃するのかとかいうような、想

定される事例を考えた場合に、対応がおくれてしまう

のではないかということ。

あともうひとつ、今、日本の9条の運用というのは

解釈で行われていますけれども、解釈で運用すること

においていくつか弊害と考えられるところがあるので

はないかと思っていまして、まずひとつは国内で、こ

れは自民党の政治家もおっしゃっていますけれども、

解釈でするために一般の国民の理解が遠ざかってしま

うので、結果として極端な右や左の意見が出やすい土

壌になってしまっているのではないのかというところ

と、国外的には、有事のときに、政府がやはり世論を

気にして臨機応変な対応ができないのではないのかと

いうふうに見られていることはないのか。それが干渉

を招いているのではないのか。

もうひとつ対外的には、建前と解釈、憲法の条文と

解釈というところで、二枚舌のように外国にとられて

いるおそれはないのか。アフガニスタンとかイラクの

支援活動とかを含めて見た場合に。

あともうひとつは、根本的に平和憲法というのが日

本の今の憲法の根幹であるのであれば、そもそも専門

家が解釈するのではなくて、やはり日本の国民自身が、

一般国民が普通に理解できるものであるべきではない
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のかなと思っております。

あと最後のひとつは、実際海外の憲法学者さんから

見た場合に、9条を解釈で運用しているということに

対してどういう評価を得ているのかというところをお

教えいただければと思います。

【長谷部先生】 最初の集団的自衛権の点に関しましては、

第一次安倍内閣のときから、いくつかの事例を想定し

た場合、集団的自衛権がないと困るのではないかと言

われていました。その点に関してはその通りですが、

ご指摘の自衛隊と米軍が共同行動しているときに、ア

メリカの艦船が敵の攻撃を受けた場合、自衛隊がそれ

に反撃できるのかという点については、従来の政府解

釈の中で「それは可能だ」と繰り返し言っております

ので、できないということはないはずです。

それからもうひとつ、アメリカに向けた弾道ミサイ

ルが飛んでいくのを日本から迎撃ミサイルで撃ち落と

すという話がありますが、私は軍事の専門家ではない

のですが、それは無理だと思います。仮に弾道ミサイ

ルの軌道を計算して、この辺を通りそうだというコー

スを予測したとしても、迎撃ミサイルの方が速度が遅

いですから、軌道に乗った弾道ミサイルを追いかけて

いって撃ち落とすことは物理的に不可能です。しばら

く前に、北朝鮮が長距離の弾道ミサイルを撃ちそうだ、

という事態が生じたときには、アメリカ軍のイージス

艦はみんなアメリカに帰ってしまいましたよね。日本

周辺で待っていたって撃ち落とせないと分かっている

からアメリカに帰ったわけです。そういう意味では、

弾道ミサイルに関する議論は、そもそも何の話をして

いるのかなと私は思っています。

それ以外のケースとして、たとえばPKOでほかの軍

隊が困っているときに助けに行けないという点につい

ては、確かにその通りなのですが、しかし、これにつ

いては日本として本当にそこまでやるべきなのか、と

いう問題だと思います。

憲法というものは人類普遍の原理も定めていますが、

一方で、それぞれの国の「国柄」も決めています。そ

して、人の人柄がそうそう簡単に変わるものではない

ように、国の国柄もそうそう変わらないはずのもので

す。今までは「日本はこういう国です」ということを

やってきているわけですので、その国が「国柄を変え

ます」というのでしたら、そこはやはり単に解釈で変

えるというのではなく、みんなできちんと議論しない

といけないだろう。「自国の国柄を変えます」というこ

とは、人で言うとまったく違うキャラクターになるこ

とですから、そのような大きな変更について、コンセ

ンサスができているのかどうかという話なのではない

かと思います。

それから、そのほかのいくつかのご質問をいただい

ていますが、核心的なところはこういうことではない

かと思います。すなわち、憲法のテクストが意味して

いることと、実際に諸事いろいろ良識に照らして考え

たときに、「やはりこうせざるを得ない」あるいは「現

実問題としてこうなっています」ということが違って

いるということではないでしょうか。この点に関して、

日本の場合は憲法9条がそうだ、ということになって

いますが、実はほかの国でもそんなに珍しい話ではあ

りません。

たとえばフランスの例ですと、フランスでは大統領

というのはどういうものかということについて、大統

領とは政党政治の争いを超えた裁定者である、と憲法

の中に書き込んであります。また、実際の政治は首相

長谷部恭男先生
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をトップとする政府がやるものだと憲法の中に書いて

あります。ですが、それはまったく非現実的だとみん

な分かっているわけです。実際には大統領は政党政治

を超越しているどころか、大統領自身が特定の政党の

リーダーで、実際、国内政治を主導しているのは首相

ではなくて大統領であるということはみんな分かって

いる話です。しかし、だからといってフランスで大統

領の職務の内容に関する、あるいは大統領とはかくあ

るものだという、その条文を変えようという議論にな

っているかというとそうではない。それは、フランス

の憲法は、「大統領は本来こうあるべきなのだ」という

理念を示しているからです。現実と違うから、または、

現実にはなかなかそうはいかないからといって、現実

に合わせて憲法の理念を捨てるのですか、という話で

す。

もちろん、「私たちは現実主義者ですからね」という

ことで、理念の方を捨てるという議論はあり得ます。

ですが、そうしたからといって、たぶんほかの国の人

はほめてはくれないと思います。「現実と合わせて理念

を捨てるのか、よくやった」とは言わないで、「理念は

理念、それと違う現実はどこの国にもある。でも日本

は今まで理念を掲げて頑張ってきたけれども、もう頑

張るのをやめたわけですね」と言われると私は思いま

す。

9条について、現実と条文のテクストとの間に乖離

があるというのは広く知られていることではあるわけ

ですが、今申しました通り、どこの国の憲法も現実と

の乖離は多かれ少なかれあるものですから、日本はた

またま9条が乖離していると思われているだけです。

しかし、実際のところは政府の解釈で自衛力を持って

いることになっており、「それで穏健な形でおさまって

いていいではないか」という見方をしている人は少な

くないと思います。

この状態を「日本は二枚舌だ」と言う国もあるかも

しれませんけれども、そういう国々は、仮に9条を修

正したからといって、日本の悪口を言うことをやめる

わけではないと思いますし、「よくやった」とほめても

くれないと思います。

【西田】 その点に関して、憲法の現実的な話の中で、今、

小松さんがおっしゃった点について現実と理念の違い

について、それほど大きな問題は生じないという話だ

ったと思うのですけれども、今、おっしゃられた点以

外にいろいろ違いが出てきて問題が起こりそうなこと

というのは、たとえば今後10年、50年の中で、何か

こういった問題が起こる可能性があることはあまり想

定されないということでいいですか。

【長谷部先生】 私の見るところ、現在の憲法9条の果た

している実際上の役割というものは、集団的自衛権を

否定していることに尽きると思います。つまりテクス

トの表向きでは、戦力は持てないことになっているわ

けです。では、戦力なしで、国民の生命や財産を守れ

ますかというと、それは無理ですよね。ですから、そ

のための最低限の実力、武力かもしれませんが、それ

は9条と別のレベルの話で持つことができる、という

理屈になっているわけです。そういう理屈で自衛隊が

持てるということになっている以上、たとえば国民の

生命や財産の保全ということとは無関係に、「国際社会

の公益を実現するために自衛隊を使います」という集

団的自衛権については、「それは無理です」と政府は言

っているのです。

もっとも、「集団的自衛権」という言葉はいろいろな

意味で使われますので、そこは区別しないといけない

ですね。たとえば、それぞれの国が個別的な自衛権を

使うのですが、それを共同行使することを指して「集

団的自衛権の行使」と言うことがありますが、それは

従来の日本の政府解釈でも否定はしておりません。で

すから、アメリカと共同行動して、日本の防衛をする

のは何の問題もないわけです。

そうではなくて、国際社会の平和を実現するために

自衛隊が世界各地に出かけていってどんぱちやる、と

いうことはそれはできないわけです。だから、たとえ

ばインド洋とか、サハラ砂漠のど真ん中とか、アマゾ
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ンのジャングルのど真ん中に出かけていって、自衛隊

が戦闘行動をすることはできません。それができない

のはとてもまずいことだという見方もあり得ると思い

ますが、少なくとも今までの日本という国の国柄と、

それに基づく行動の仕方を前提にしますと、それほど

困った事態になっているとは考えにくいのではないか

ということです。

【西田】 もうひとつ追加で質問させてもらうと、国際公

益を守ることが日本の利益になるということが明確な

場合、もう少し、たとえばアフガニスタンに行くなり

しろ、インド洋に行くなりにしろ、明確なシーレーン

がありますよとか、そこに間接的にもからんでくると

いうことが明確になるような場合でも、それは集団的

自衛権の範囲外と解釈されるのか、その辺の基準とい

うのは私ども素人からするとちょっとよく分からない

ところがあるのですけれども、どういうふうに整理さ

れているのでしょうか。

【長谷部先生】 政府解釈で「できない」というのは「武

力の行使」や「武力による威嚇」はできないというこ

とです。ですから、イラクにも自衛隊は行きましたね。

イラクに行って何をやったかというと、学校をつくっ

たり、道路を補修したり、橋を直したり、そういうこ

とをやっていました。それ以外にもいろんなことをや

っていると思いますけれども、ただ、戦闘はしません。

こうした状況が、日本の国益を損なうことになってい

るのか、という話なのですね。とにかく戦車を持って

いって、ミサイルを撃ちまくって、ということをしな

いと日本の国益が損なわれるのか、という話なのだと

思います。

戦闘をしないと日本の国益が損なわれる、という判

断はあり得ると思いますが、今までは日本はそうしな

いでやってきましたし、「紛争のある国に行っても、道

路を補修したり、学校をつくっているだけで、変な国

だ」と批難を浴びてきたかというと、それはそうでも

なかった。そういうことなのだと思います。

【西田】 ありがとうございます。

【船越】 ちょっとかぶる質問になるかもしれません。申

しわけありませんが、9条に関するもので、今まで9条

の解釈なんですが、憲法制定当時から現在に至るまで

いろいろ拡大されて、専守防衛という概念がだんだん

拡大されていく傾向にあるのかなと考えているのです

けれども、仮に拡大解釈されているという前提に立て

ば、どこまで拡大解釈というのはできるのかな。そも

そも平和憲法という前提があるので、その拡大解釈の

限界というのはどこかで歯止めがきくのかなという素

朴な疑問がございまして、具体的には専守防衛を前提

にしているのに先制攻撃ができるのかな。身近な例で

言うと北朝鮮のミサイルの話が最近ではあるのですけ

れども、ミサイルに対する先制攻撃の能力は個人的に

は持つべきだと思っているのですけれども、専守防衛

と先制攻撃、かなり矛盾した考え方なんではないのか

なと現状では思っております。

【長谷部先生】 私は別に内閣法制局の代弁者でも何でも

ないのですけれども、少なくとも内閣法制局は「憲法

の解釈はずっと変えていません」と言っています。

自衛力として保持できるのは日本を防衛し得るため

の必要最小限度のものであり、その水準は政治状況や

軍事技術の状況によって変化はしますけれども、あく

まで日本を防衛するための必要最小限度の実力であっ

て、その解釈自体は変わっていません。それから、先

ほど申しましたような意味での集団的自衛権は行使し

船越誠氏
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ません。武力は行使しませんし、武力による威嚇もし

ません。これも変わってないのです。先制攻撃ができ

るのかできないのかという点については、日本国民の

生命や財産を守るという目的に照らして、先制攻撃が

必要不可欠であるという場合があるかないかという、

そういう話なのだと思います。この議論は可能性とし

てあると思います。

敵国が攻撃してくることが、いとも明らかである場

合、向こうが一発撃ってくるまで待ってなければいけ

ないというのは、非合理な考え方だと思います。自衛

のために先制攻撃をすることが正当化可能な場合はあ

ることについては、これは常識といっていい話ではな

いかなと思いますが。また、自衛的先制攻撃と予防的

先制攻撃を区別するという立場もあるとは思いますが、

日本の自衛隊ができるのは自衛力の行使だけですので、

自衛の範囲内での先制が正当化される場合があるかな

いかが問題で、それについて、「その可能性が0％であ

る」というのは極端な議論ではないかと思いますが。

【大島】 ちょっと9条なり国防というところから離れま

して、違う内容についてお話を進めたいと思うのです

が、リーマンショック等で非常にグローバル資本主義

が行き過ぎているのではないかというようなお話があ

ると思うですが、そういうことを考えた場合、そもそ

もこの立憲主義が考えられて成立した時代から大きく

世界の環境が変わっているという中で、やはりそのよ

うな変わった世界の環境、日本の置かれている状況に

照らし合わせて新しく憲法をそういう観点で見直す必

要がないのかというようなことを私どもは思った次第

でして、やはりグローバル資本主義の行き過ぎが基本

的人権とか財産権を脅かしている。それが国で歯止め

ができるものかどうかということはあるのですけれど

も、今の状況ですと、国としては新自由主義なんかが

出てきた場合は、逆に国がそこを加速させている面も

あるという中で、国として責務を果たしているのかど

うかということが疑問に思った次第です。

【長谷部先生】 それは重要な問題で、特に冷戦が終結し

たことによって、国民国家の役割が根本的に変革した

のだという見方があります。冷戦が続いていた間は、

「何が正しい国家原理なのか」、つまり「何が正しい民

主体制であり、福祉国家原理の効果的な実現にふさわ

しい体制なのか」という理念の対立が冷戦につながっ

ていたわけです。その冷戦の対立の中身は、大量破壊

兵器を持って、双方絶滅の可能性を前提にしてにらみ

合っていたわけです。これはある意味、子供から老人

に至るまで全国民が常時前線に動員されていたと見る

こともできます。そうである以上、どちらの陣営も、

少なくとも建前としては全国民の福祉をなるべく格差

のない形で向上させるということは国家目標に据えざ

るを得なかったわけです。しかし、冷戦が終わりまし

たので、少なくとも全国民が前線に動員されている状

況ではないわけです。そうすると、どうしても全国民

の福祉を格差なく向上させていかなくてはいけないの

か、と問われれば、「どうやら必然ではなくなった」と

いうことになっている。

ご指摘のようにグローバルな企業は、どこが最も効

果的にお金もうけができるのかを物差しにして、なる

べく税制が有利な国、なるべく国民の福祉や労働条件

に気を使わない国を求めて世界中を探し回って、自在

に移動することになります。これはグローバル企業と

しての合理的な行動ですので、それを企業に対して
大島誠氏



100年後の世界と日本

20 季刊 政策・経営研究　2013 vol.4

「やめろ」と言ってやめるわけのものではないだろうと

思います。

こうした状況に対して国家の側が自己変革をするこ

とで対応できるのかというと、私は個々の国家が対応

するだけでは無理だと思います。つまりひとつの国家

だけで頑張っても、グローバル企業がほかの国に移動

したらそれでおしまいですので、国家間で協調しない

ことには対応できない問題です。今のところは、国家

間で協調しないで、「うちは新自由主義でやります」と

いって福祉を切り下げ、税金も下げますという国がど

んどん出てくるから、それでみんな困ってしまうわけ

です。「そういうことはやらないようにしましょう」と

いう協調行動がどこまでとれるのかという話でして、

もちろん難しいと思いますけれども、協調行動がとれ

ないと、結局「囚人のジレンマ」の中に飲み込まれて

いきますので、そこは抑えないと根本的な解決にはな

らないのではないかと思っています。

【大島】 ということでありますと、EUとかで社会的市場

主義みたいな概念があるというのもちらっと読んだり

もしたのですけれども、先生のお答えからしますと、

憲法でこれは解決する問題ではなくて、多国間での政

治的な解決なり対応を図るべき問題であるという認識

でよろしいでしょうか。

【長谷部先生】 EUほどの大きな市場になれば、「うちで

はもう商売させないぞ」と言えば、それなりの脅しの

効果があるかもしれませんけれども、それも限界はあ

ると思います。EUも本当はEUだけでは自己完結して

ないはずですので、やはり多国間でどこまで協調して

やっていけるのか、という問題だと思います。お隣の

帝国も含めてですけれども。もちろん、難しい話だと

は思いますが。

【大島】 ありがとうございます。

【西田】 そこの国際協調が大事だという話の中で、さっ

き憲法の中身がだいぶ違うと仲よくできないという話

があったと思うのですけれども、まずそこの中身の部

分がある程度一緒になってくればうまくいくという可

能性はあるのでしょうか。

それとEUに関しては詳しく分からないのですけれど

も、各国の中の憲法の中身というのは似通っている、

全体として似通っているということが、そういった行

動を働きやすかった動機のひとつになったととらえる

こともできるのでしょうか。

【長谷部先生】 あとのご質問の方からお答えします。そ

れはイエスです。

EUという連合体ができているということは、憲法原

理が同じであるということが大前提です。憲法原理が

同じである方が、そういう協調行動がとりやすいのは

おっしゃる通りですが、これはしかし憲法だけが世界

のあり方を決めているわけではなくて、憲法はしょせ

んは考慮要素のひとつです。重要な要素だとは思いま

すけれども、要素のひとつですから、憲法原理が違う

からといって、そのとき、そのときでの協調行動をま

ったくとれないという話でもないのではないのかと思

っておりますが。

【西田】 次にグローバル経済の話から、私の個人的な関

心もあって、きょう、レジュメにはなかったのですけ

れども、環境権の話を伺いたいなと思っていまして。

なぜそういうことを伺いたいのかというと、日本国憲

法そのものがアメリカからの押しつけだというような

ことが言われたりですとか、日本らしさがないという

ところからもからんでくる話なんですが、一般的に広

西田貴明氏
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く日本国憲法の中では、いわゆる諸外国で持っている

ような環境権というものは持っていなくて、基本的な

人権の一部の生存権の延長として公害問題等の対策と

して位置づけられてきたという議論をいろいろ見てき

ました。環境権というのはそもそも人間の生存以外の

部分についての存在価値を置いて、それに対する直接

的便益がなくても大事にしていきましょうという考え

方にあるととらえています。その文脈とすると、環境

権は、もともとの日本の文化的な話や、信仰の話とし

て、自然に対して人間が価値を置き続けてきた日本の

歴史から見れば、ある程度認めてもいいと思っていた

わけなんですけれども、これが今の解釈の範囲でもと

らえられなかったというところというのはどういう理

由があるのかなということです。

すなわち、ほかの国では一般的なことであり、また

日本の特性にもなじみやすいにもかかわらず、日本で

は環境権が明確化されていないのはどういった訳なの

か、ご存じであれば教えていただきたいと思います。

【長谷部先生】 環境権を憲法の中に置いている国として

は、フランス、ドイツがそうです。アメリカの憲法に

は環境権について書かれていません。現状では、ない

国もある国もあるということですが、問題は、環境権

を憲法の中に入れ込むことが、法律学者の目から見て

いったいどういう意味があるのかという話がひとつ大

きな論点だと思います。

端的に言うと意味はないでしょう。憲法の条項に

「環境権があります」と書いて、当たり前ですけれども、

直ちに環境がよくなるわけではない。

もしも「環境権がある」と書くといったい何が起こ

るのでしょうか。たとえば工場はへんてこりんな廃液

を出さないようにしてください、ということに直ちに

なるかというと、それはそうはいかないわけでして、

やはりそこは水質についてどういう基準を守るべきな

のかとか、工場としてどういう設備を置くべきなのか

ということについて、具体的にブレークダウンしたレ

ベルの法令が必要です。そして、そうした法令は現在

の日本にあるわけで、逆に法令があれば、それで十分

なわけです。

問題は、社会の運営のどこにエネルギーをかけるべ

きなのかです。「環境権」という旗を掲げることにエネ

ルギーを注ぐことにそんなに意味があるのか。あるい

は現にそういう具体的な枠組みができているので、枠

組みの中身を実質的に、よりよいものにしていくこと

にエネルギーを注いだ方がよいことなのか。そういう

問題なのだろうと思います。

人間のエネルギーも稀少な財ですので、旗を立てる

ことにエネルギーを注いでいますと、本当にここが肝

心だという具体の中身の方になかなかエネルギーが回

っていかないものです。少なくても今までは、日本ら

しさというものはどこにあったのかというと、具体の

中身にエネルギーを注いできたということだと思いま

す。それは法令をどう整備してきたということだけで

はありません。公害問題が起こったときに、たとえば

民法の不法行為のごくごく一般的な条文だけがあると

いうところで、どうやって因果関係があるということ

を裁判所として認めるのか、について、日本の裁判所

は極めて創造的な解釈をつくりあげてきていて、それ

はほかの国にとっても非常に参考になると言われてい

ます。

「日本の司法は消極的だ」と悪口を言う人が多いので

すけれども、日本の裁判所は分野によっては極めて積

極的です。たとえば職場の中の男女平等を図るという

ことについては日本の最高裁は非常に積極的です。「私

企業の組織を男女平等にしなさい」なんていうことを

アメリカの裁判所が言ったら、アメリカ社会では大問

題になります。国民の多くが、「何でそんなことを裁判

所が言うのだ」というふうに言いはじめます。

そういう意味では、日本の裁判所は頑張るべきとこ

ろは頑張ってきていると思いますので、これまた憲法

を何とかすると裁判所が頑張るようになったり、頑張

るようにならなかったり、ということではないと思い

ます。
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【西田】 もう少し私が見ていたものの中で具体的なこと

をお話しさせていただくと、おそらく日本の環境権、

公害問題に対しては非常に多くの法令ができて具体的

になっているとは思うのですけれども、その一方で、

その法令というのは基本的には国民の生存権からきて

いるものだから具体的に対応できたのかなと思うので

すけれども、今、起こっている先生の本の中でも書い

ている地球環境問題、気候変動によるほかの国がどう

だとか、生態系の問題、直接人間の生命を別に脅かさ

ないようなものに対して非常に大きな問題になってい

る。そういったものが深刻化してきたときには、おそ

らくこれまで使ってきた生存権の解釈によって対応で

きるものではないのではないかな。

現実に今の裁判所の判例の中でも、そこの生存権か

ら派生した部分までは損害賠償請求にはならないとい

うのは認められているところではあるのですけれども、

その先というところがまだ来てないのかなと私は思っ

ていたところがあって、今日、こういった質問をさせ

てもらったのですけれども、そのあたりはいかがでし

ょうか。

【長谷部先生】 地球環境問題については、先ほどのグロ

ーバル経済の話と同じでして、一国一国で憲法を含め

てどうするかということでは全然解決になりませんの

で、これまた国際協調をどう進めるのかという話にな

ります。環境は地球規模の一種の公共財です。この公

共財をどう実現していくかという話ですので、小さい

ことを言えば、これは一人ひとりが目に見えないよう

な努力をどれだけ積み重ねていくことができるのかと

いう話ですね。また、大きいことを言えば、それぞれ

の国が少なくとも短期的にはそれぞれの国の経済のた

めに利益にならないことかもしれませんが、それでも

中長期的に将来の人類のためになることをそれぞれが

どれだけできるのかという話です。ですから、旗を立

ててどうこうというよりも、まずは地道にあなたはい

ったい何ができるのかということから始めていくとい

うことではないかと思っておりますけれども、少なく

とも憲法を変えると何とかなるという話ではないこと

は明らかだと思います。

【中谷理事長】 今の問題に関連しての質問です。たとえ

ば、日本が平和憲法を持っているということは、ひと

つの理念として国際社会にそれなりに理解されている

と思うのです。日本は実質的には自衛隊という名の軍

隊を持っていますが、平和の理念を掲げているという

ことが日本に対するひとつの国際的な評価にもなって

いると思います。それと同じで、環境問題についても、

日本国憲法の中で、たとえば、「自然と共存し、自然破

壊をしないのだ」ということを高らかに理念としてう

たってみるとよいのではないでしょうか。たとえば、

国内的にはそれがひとつの励みになって、環境問題に

対する法律的な取り組みや政治的な取り組みが加速さ

れるかもしれないです。また国際的には、それを実際、

日本がどの程度実行に移すかによりますけれども、う

たい文句だけでなくて、実質をともなうようなものに

なっていけば、平和憲法を持っていることによって評

価されていることと同じような意味で、「西洋社会は自

然破壊をやってきたけれども、日本はちょっと違う憲

法の形だけれども、環境について高らかにうたってお

り、しかもそれを粛々と実行しているじゃないか」と

いうように、世界からの日本に対する評価も高まるの

ではないでしょうか。環境憲法がひとつの国際的なア

中谷巌理事長
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ピールになるのではないかという気がしたのですけれ

ども、それは甘いでしょうか。

【長谷部先生】 そういう見方もあり得るとは思うのです。

けれど、私が申し上げたことは、「法匪」だと言われて

しまうかもしれませんが、法律家の目から見ると、少

なくとも憲法学の観点から見て、変わりはないという

ことなのです。もちろん法律家の議論だけでこういう

問題が片づくわけでないことはおっしゃる通りで、自

然保護へ向けての勢いをつけるためとか、そのために

憲法改正もひとつのきっかけだ、そういう議論はもち

ろんあり得るとは思うのですが。

環境問題を憲法において高らかに掲げることもひと

つのやり方ではありますけれども、それこそ実効的な

国際的な協調の場で、「いや、日本はもっと排出量を下

げます」ということを高らかに言うことの方が、たぶ

ん「憲法にはこう書いてあります」というよりは、は

るかに国際的なインパクトがあるのではないかと思っ

ています。

【中谷理事長】 たとえばブータンは、国土の60％以上は

森林として維持しなければいけないという憲法がある

のです。この憲法は、国際的な環境運動をやっている

人から見るとものすごくいい憲法だという評価で、結

果としてブータン好きがふえているというもあるよう

です。これは国際社会におけるブータンの立場という

ものを強化していると考えられるわけです。だから、

「憲法はお題目だけで、法律的な裏付けがなければ何に

もならないよ」という先生のご意見は確かによく分か

るのですけれども、やり方次第では結構、憲法も使い

道があるのではないかという気がするのですけれども。

【長谷部先生】 おっしゃる通りだと思うのですが、ブー

タンがCO2を削減しますと言っても国際的にはあまり

インパクトがありません。日本とブータンはやはり違

うので、もしも日本としてインパクトを与えるのだっ

たら、やることはほかにあるのではないかということ

なのですが。

【西田】 しつこくて恐縮なんですけれども、環境権とい

うものと生存権というのはまったく別だと思っていま

して、今、日本というのは人間が直接生きるかどうか

ということの生存権のみだけが憲法に基本的には載っ

ているという解釈ですね。環境権というのは、人間と

直接的に便益があるかないか等、因果関係が明確では

なかったとしても、間接的に意味があることも守って

いこう、存在を認めようとしたときに、生存権だけが

いわゆる環境というのはやはり限定的であって、本質

的な地球環境ではなくて、地域環境の中でも、いわゆ

る人間が周りに住んでいる環境しか守れないと思いま

す、それしか守れないというのは、日本人が昔から持

ってきたような理念とちょっと違うのではないかと感

じております。

それから、国際的にというか、今の昨今の動向から

すれば、それでは自分に関わるところだけを守るとい

うのは、本質的な解決にはならないかなと思うと、環

境権というのは明確に位置づけることによって、たぶ

ん法的にも新しい施策なり何なりというのが打ってい

きやすくなるのかなとは思っておりました。そういう

権利の関係からでも意味があるのではないかなと何と

なく思うのですが、この辺はいかがでしょうか。

【長谷部先生】 大前提から申しますと、環境権が生存権

から出てくるというのは必ずしも支配的な議論ではな

いと思います。むしろ13条から出してくるという方が、

多数説だと思います。

それから、仮に環境権を憲法の中に書き込むとする

と、国民の権利および義務に関する第3章に書き込ん

でいくことになりますから、やはり環境権の主体は国

民です。そして、国民にとって良好な環境の中で暮ら

す権利が書き込まれるということになります。一方、

環境そのものが権利を持つという観念は、これは憲法

学だけでなくて、法律学としてそもそも伝統的にあり

ません。ですから、それを憲法に書くことはできませ

んが、何かもっと別の形で環境がよいこと自体に価値

があるということをなんらかの形で宣言するという方

法はあるだろうとは思います。いずれにしても、それ
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はそれで別枠で考えていただいた方がよろしいのでは

ないかなという気がしておりますけれども。

【西田】 ありがとうございました。

【大島】 今の発言の先なんですけれども、権利主体が自

然人であったり団体であるというのは法律で当然なが

らベースにあるものだというのは分かるのですが、た

とえばナショナルトラストみたいなものがあるではな

いですか。あれが逆に言うと自然人であったり団体が

ベネフィットを取っているから国としてそこを守りま

しょうという考え方だと思うのですけれども、そうい

うふうに考えると、別に憲法の中にそれがあっても、

さほど違和感がないという言い方もできますよね。

【長谷部先生】 違和感があるかないか、という二者択一

ですと、違和感はやはりあります。

つまり、「日本」は、三菱東京UFJ銀行という企業法

人が株主によって構成している法人であることと同じ

で、国民が構成している法人です。「日本」とは、国民

が集まって自分たちの利益になることをしようと思っ

てできあがっているので、憲法の中に権利や義務を書

くということは、日本という法人のメンバーである国

民の権利は何であるか、ということを書くことなのだ

と思います。

ですから、私が法律にどっぷりつかっているからそ

う思うだけの話だということかもしれませんが、憲法

の中に「環境権」を書くことによってそういう理念を

推し進めようということについては、そのこと自体が

よろしくないと言うつもりはないのですけれども、違

和感があるということなのです。

【芝沼】 先生のご本とスライド等を事前に拝見しまして、

私がこうやって先生に質問させていただけるのも日本

国憲法のおかげだなとはしみじみ感じているのですが、

あえてその機会を利用して質問させていただきます。

先生の3つ目のスライドに近代立憲主義とはどういう

ものかというスライドがありましたが、そこで17～

18世紀のヨーロッパで生まれた考え方であるというこ

とと、宗教戦争の結果であるということと、価値観、

世界観の根源的な対立にもかかわらず、人間らしい社

会生活を送るために生まれたものであると書かれてい

まして、ご本の方にも詳しいことが書かれていました。

そうなのかと理解できましたが、現代の世界を取り巻

く状況においてはそういう価値観が根源的に対立して

いるというのは理解、納得できるものなんですが、日

本の国内だけを見て、われわれの日常を考えてみます

と、やはりちょっと若干それに対しては違和感が私に

はあります。たとえば訴訟がアメリカのようにそれほ

ど多くない、または議論の場でも、日本人は会社の中

などでは特にそうだと思いますが、意見の対立があま

り好まれないとか、または宗教に関しても、一神教で

はなくて八百万の神が敬われてきたという伝統があり

ますので、こういった近代立憲主義の大前提とはちょ

っと異なる様相があるのではないかと思っております。

歴史上を見ましても、十七条憲法ですとか、これは

私もにわか勉強したところ、現代の外国人の学者の方

から見ても普遍的意義を感じられるというような論文

も見まして、そのような歴史も日本は持っていますの

で、決して私も日本の伝統文化を強調して、その価値

観を絶対としてほかの全世界に押しつけようというこ

とではないのですが、そういう十七条憲法のように、

文化が異なる立場から見ても普遍的にいいものである

と受け取られるようなものを伝統的に持っていますの

で、そういったものを抽象化して、日本発の理想の国

芝沼美和氏
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家像のような、近代立憲主義とは別の起源の日本発の

近代立憲主義のオルターナティブというのは考えられ

ないのでしょうか。

【長谷部先生】 近代立憲主義の大前提として、ご指摘の

通り、価値観の多元性・多様性が必要ですので、それ

がない国やない社会では近代立憲主義も必要ないです。

たとえば、バチカン市国では必要ありません。みんな

カトリック教徒ですから、みんなカトリックの信仰に

基づいて生きていけばいいので、バチカン市国で近代

立憲主義は必要ないわけですね。また、仮にチベット

という国の国民がみんなラマ教徒で、みんなダライ・

ダマが偉いと思って生きているとすると、やはりチベ

ットには近代立憲主義は必要ないと思います。

日本はバチカン市国とも違うし、チベットとも違う

と思います。つい十数年前にオウム真理教事件も起き

ていますし、あそこまでおかしくなくても、新興宗教

は何千とあるわけでして、そういう人たちと話をする

機会が私はときどきありますけれども、それはやはり

非常にしんどい。同じ伝統的な普遍性の感じられる古

きよき日本の価値観を持っているのかというと、にわ

かにそうは感じられないことが多いわけです。その

「古きよき日本の価値観」というものは、表面にはなか

なか出てこないので、逆にそれを喪失すると非常に危

ないということでもあるのだろうと思います。

私は、十七条の憲法や聖徳太子のことはあまりよく

知らないのですが、あれは後世のつくりものだという

のが今はむしろ支配的な見解なのではないでしょうか。

専門家でも何でもないからよく分かりませんけれども、

十七条の憲法に書いてあることは、いかにも中国的な

内容ですよね。私は本居宣長が好きでよく愛読してい

るのですけれども、十七条の憲法は、本居宣長が言う

ところの漢意
カラゴコロ

であり、大和心とは違うと思います。一

方、日本固有の考え方というと、やはり本居宣長の大

和心とか大和魂ということになるのが私は自然なので

はないかなと思います。本居宣長が言っていることは、

「素直になれ」ということだけです。「人はみんな死に

たくないと思うものだ。だから、昨日、今日と思わざ

りしを、というようにそれを素直に歌に詠んで、死に

たくないといっていればいいんだ。正義のためなら命

は惜しくないなどと言うのは漢意だ」という話です。

たとえば、春はサクラがきれいだ、と思えば朝日にに

おう山桜花、とそれを歌に詠んで、みんなできれいだ

なと思い合う、それでいいのだ、ということを本居宣

長は言っているのです。

ですから、私も日本固有のものの価値観とか、日本

人としての生き方はあると思っています。ただそれは、

本居宣長が言っているように、「日本人だけがそう思っ

ているのではなくて、本当は人間はみんなそうなのだ。

死にたくないとみんな思っているのだ」というわけで、

そういう意味で大和心には普遍性があると言っている

のです。それを中国人は漢意で素直な心がゆがんでい

るので、そうでない、ということを無理をして言って

いるのだということで、そこまでは私は本居宣長の言

う通りだと思います。しかし、これでは政治が成り立

ちませんので、政治をやるためにはもう少し仕掛けが

必要です。いろいろな考え方の人がいる社会でフェア

な形で社会生活が成り立つ仕組みをつくろうと思うと、

ヨーロッパで生まれた考え方ではあるのですけれども、

それはそれとしてやはり近代立憲主義という考え方が

普遍性があるということではないかと思います。十分

なお答えにはなってないかもしれませんけれども、と

りあえずそんなところでございます。

【中谷理事長】 宗教改革によって多様な価値観が出てき

た、だから立憲主義的な考え方をもとに国の形をつく

らなければいけないというお話ですけれども、もう一

方の考え方としては、そうすることで人間の欲望を解

き放ってしまったと見ることもできると思います。か

つて神のいる世界においては、自然権のようなものを

神から与えられているのですけれども、その見返りと

して神に対する信仰とか、そういうものでバランスを

取っていたわけです。ところが人権に代表される基本

的な権限が、理屈づけはともかくとしてとにかく人間
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に与えられました。しかし、それに対して明確な義務

というものが近代世界では消えてしまって、個人の欲

望を解放して、個人の権利をとにかく守るのだという

話になってしまったわけです。もちろん、それによっ

て人間が解放されたということがあるわけですから、

マイナスばかりではないのですけれども、それが先ほ

ど出ていた環境の問題であるとか、あるいはグローバ

ル資本主義がもたらしたいろいろな問題であるとか、

さまざまな近代社会の問題を同時につくりだしたわけ

です。逆に言うと、宗教改革によって価値観が多様化

したという局面もあるけれども、逆に立憲主義的な思

想を世界的にどんどん広めたことによって、ますます

みんなが個人の欲望をむき出しにして行動するように

なったために、逆に個人がそれまで生きてきた周りの

人たちと仲よく暮らすという共同体的な価値観がなく

なってしまった。個人が独立して好きなように生きる

という近代社会が誕生したわけですね。

ですから、近代社会には功罪があるわけで、決して

どっちがいいとか悪いとかという話ではなくて、そう

いう側面を理解して、21世紀という時代をもっといい

世界にするためには、今まで近代社会がつくってきた

ような立憲主義的な思想だけでは足りないではないか

という、そういう問題意識をたぶん、芝沼さんは持っ

ていたのではないかと思うのです。確かに近代社会が

もたらしたものは大きかったわけですけれども、さま

ざまな矛盾もあちこちで生まれてきた。それをどうバ

ランスよく評価したらいいのかという問題に帰着する

のではないかと思うのですけれども。

【長谷部先生】 どうもありがとうございます。そういう

ご質問だったのですか。

お答えの仕方としてはこういう手順を踏むことにな

ると思います。最初に、人間というものは、快楽を求

め苦痛を避けようとする存在である、という基本的な

前提に立ったうえで、それ自体は仕方のないことなの

であるから、その快楽と苦痛との差を「幸福」と定義

すると、この「幸福」を社会全体として最大化するこ

とがとてもよいことであると考えることはできます。

そういう考え方もあり得ますが、それは近代立憲主義

とは違うものです。近代立憲主義の立場からすると、

それも多様な価値観の単なるひとつです。むしろ近代

立憲主義の立場をよりよく示しているのは、カントの

道徳形而上学だと思います。カントの道徳形而上学が

言っているのはどういうことかというと、人間は理由

に基づいて行動する存在である、ということです。そ

して、欲望や自分の生まれながらのインクリネーショ

ン（傾向）に基づいて生きる人間とは、要するに因果

関係に支配されているだけの人間で、これは本来の人

間のあり方ではない、とカントは言っています。私自

身はそんなに偉くないのですが、人間は自分の純粋な

意思に基づいて決定をし、それに基づいてきちんと生

きていかなくてはいけないということをカントを言っ

ています。その意思決定について普遍的に妥当する理

由づけというものを自分自身で考える必要があるわけ

です。普遍的に妥当し得る理由づけをきちんと考えて、

それに従って生きていきなさいという話ですね。

その理由づけを考えるときに、先ほど申しました通

り、公の理由づけと私の理由づけ、という少なくとも

2つの種類に分けないといけない。公の理由づけと私

の理由づけを分けるとき、カント自身はそういう言い

方をしているわけではないのですけれども、カントが

言いたいことは、こういうことになります。すなわち、

自分が何を正しいと思うか、何が理由のある行動だと

思うのかということは人によって違う。それをそのま

ま放っておくと、みんな自分は正しいのだという、そ

の一念で行動するので相互に衝突する。相互に衝突す

るので、究極的には戦争になる。それでは人間らしい

社会生活が成り立たないので、そうならないためにど

うするかというと、国家が法律をつくって、個々人が

自由に決定し行動できることに対して枠をはめている。

みんなそれぞれの枠の中で、自分が考える正しい理由

に基づいて自由に行動してくださいということを言っ

ているわけです。
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カントが書いた「人倫の形而上学」は、人倫の形而

上学の中身が法論と徳論に分かれていますが、その法

論の中で私法編の次が公法編になっています。公法編

の一番最初のところに、このように書いてあります。

その枠組みをどうつくるのか、という点が公の問題

ですが、その公の枠組みの中では、自分が正しいと思

う理由に基づいて生きる自由がそれぞれの人に保障さ

れないといけないという話ですので、自分の快楽の赴

くままに生きる自由があるという話と基本的なところ

で違うものだと私は思います。

【太下】 きょうの先生のお話の中で、「立憲主義とは何か」

という項目で出てきました、広義では政治権力を制限

する思想一般とそれを実際に現実にインストールする

ための手法であり、考え方として、Pre-commitment

というもののご説明をいただいたわけなのですけれど

も、このPre-commitmentについて2点お伺いしたい

と思います。

きょうのご説明にはなかったのですけれども、ご著

書の『憲法とは何か』の中に、このPre-commitment

の説明に関して、自分が非合理的に行動してから、自

分の利益を害する危険が予想されるとき、自分の行動

の幅をあらかじめ制限するのだということで、飲酒運

転の例を出されています。これから飲酒しようとする

ときに、飲酒運転をしないように自動車の鍵を自分の

信頼する友人に預けて、その友人は飲酒しないという

前提で、決して自分に鍵を返さないでくれと頼む、と

いうエピソードをあげられています。

ただ、これを実際の憲法議論にあてはめたときに、

いわゆる前の世代の憲法の制定者というのがしらふで

あって、一方で、これからこの憲法の改正というもの

を議論しようとしている人間はある意味で飲酒運転状

態かもしれないという人間だ、というふうに位置づけ

るための正当性というのはどこからくるのでしょうか。

かつての制定者がしらふだというふうに位置づける正

当性、これに対するひとつのロジックとしては、たと

えばもしかしたら憲法というのは一見民主主義的なよ

うでいて、実はパターナリズムの側面が強いのではな

いかというロジックもあり得ると思います。要はある

種の権威のあるものが、権威のない弱い立場のものの

利益をおもんばかって、弱いものたちの意志にもしか

したら反するのかもしれないのだけれども、そこに介

入、干渉するというパターナリズムです。そういうか

つてのエリートである起草者の存在を想定しているの

かもしれない、とも考えられます。要は質問としては、

プレコミットメントの正当性についてお伺いしたいと

いうことです。

2つ目の質問は第一の質問とからむのですけれども、

これがプレであるということについてです。関連の書

籍等を読みますと、このプレコミットメントに3つの

論点があると書かれています。もちろん、長谷部先生

はご存じだと思いますけれども、第一に、このプレコ

ミットメントというものは、実は憲法を制定した人と

その制約される人たちは違う人だから、自己拘束的で

はなくて他者拘束的なのではないかというロジックが

あります。2番目として、もともと憲法というものは、

革命とか、敗戦とか、極めて激変する政治状況の中で

制定されることがあるわけですから、実は憲法制定者

が合理的な判断をしたとは必ずしもいえないのではな

いかという点です。これは日本では阪口先生等が紹介

していますし、もともとはコロンビア大学のJon

Elster教授等が言っていることのようですが、そうい

太下義之氏
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うことを考えると、やはり先ほどの「しらふ」という

ことと相反するような論点も出てきます。さらに3番

目として、現在の世代というのは、過去の世代に拘束

されることが自己統治といえるのかという点です。こ

の3つ目の論点は最初の論点とも非常に似通っている

ように思うのですけれども、いずれにしても、このよ

うに考えてみますと、「プレ」であること自体も非常に

悩ましいという感じがします。

ひとつの理解としては、要は現在の憲法というのは、

制定時から非常に長い時間、多数の世代によって信任

されてきたのだと考えることによって、この時間の厚

みというものが、非常に価値があるものだという理解

も成り立ち得るとは思うのです。ただし、この価値を

認めてしまうと、これからどんどん時代が変わってい

く中で、ますます憲法というのは変えづらくなってい

くというパラドックスもいえるのではないのかと思い

ます。ということで、このプレコミットメントのそも

そもコミットメントの正当性、それから、プレである

ことの正当性、両面でどういう解釈が成り立ち得るの

かというのを教えていただきたいと思います。

【長谷部先生】 今のご質問は、私の話のいいかげんなと

ころを突いていただいて、私自身も説明しやすくなっ

て大変ありがたいと思います。おっしゃる通りで、は

っきり申し上げまして、憲法によるプレコミットメン

トが自己拘束であるというのは正確ではありません。

むしろ、いろいろなレベルで自己拘束ではないという

ことがいえるのです。

まず、実は憲法制定者という存在はいません。もっ

とも、憲法制定者と言われる人々は歴史的にはいるわ

けですが、憲法制定権という権限を持った者が憲法制

定以前に存在するかというと、それは存在しないとい

うことです。またおまえは法匪だと言われてしまうか

もしれませんけれども、憲法制定権者というものは法

律学的に説明不可能なものなのです。なぜ憲法を制定

する権限のある人間が憲法以前に存在しているのか。

それは説明しようと思っても説明できない。私は新書

では「自己拘束だ」などと言っていますけれども、研

究者向けの論文集の中では「憲法制定権者なんて存在

しない」と書いています。別の本を読むと別のことを

書いてある、ということを自分で申し上げているので

すけれども。

そのことを白状したうえでの話になりますが。これ

またご指摘の通り、立憲主義と民主主義は衝突する側

面があります。それはおっしゃる通りです。民主主義

を100％実現しようと思うと立憲主義は成り立ち得な

い。ですから、立憲主義が必要だということは、結局

民主主義には100％は任せられないということです。

「そのときそのときの多数者が決めれば、それで最善に

なる」というハッピーな物語であるはずはないという

ことが前提だから、立憲主義の原則がとられているこ

とになります。

ではさらに、その立憲主義の中身はどう決まってい

くのかですが、先ほどの私の議論からすると、「憲法制

定権者なるものが存在して、彼らの言う通りにするの

だ」というわけにいかないわけです。

これは今現在の時点でそれをどう説明するのは、こ

れはむしろ簡単で、先ほどの話の中身とも関連するの

ですけれども、いってみれば、ある種の万民法、ius

gentium（ラテン語で「万民法」）とでもいえるような

ものが憲法原則としてだいたい固まってきています。

日本の最高裁でも、憲法判断するときにそういうこと

をよく言います。たとえば裁判員裁判が合憲だといっ

た去年の裁判の中でも言っていることですが、刑事手

続に関しては、無罪推定ですとか、公開対審であると

か、とにかく普遍的に受け入れられている原則がいろ

いろとあります。むしろ、真っ当な国であれば、こう

いう国民の権利や自由はだいたい保障しているもので

すよね。それは前提にしていいだろうと思います。そ

れ以外の部分は、それは先ほど私が申しましたけれど

も、お国柄ですから、国によってそれぞれ違うことが

あり得るわけです。たとえば大統領制の国もあれば、

議院内閣制の国もある、1院制の国もあれば、両院制
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の国もあるということですが、これまた人の人柄と同

じで、国柄はそう簡単に変わるものでもないわけです。

しょっちゅう国柄が変わる国というのは、どんな国な

のだろうということになりますから、国柄の根幹は簡

単には変わらないはずのものだろうと思いますが、そ

の他の部分は、やはり情勢が変われば変わるべきもの

だと思います。

変わるべきものだとだいたいの人が思って、そうい

うコンセンサスができるのでしたら、それはやはり変

わるのでしょう。現在は総議員の3分の2以上となって

います。総議員の3分の2の賛成を得ることが、まった

く不可能でもないので、必要があれば憲法は変わるの

だと思います。アメリカの憲法は、4分の3の州での承

認が必要だとされていることもあって、日本よりも変

えにくい仕組みになっていますが、第二次大戦後だけ

でも6回憲法を改正していますので、どうしても必要

があって変えなければいけないといえば、それはいく

ら厳格な手続であっても変わるものだと思います。政

治家の人たちも、国民一般の有権者の人たちも、最後

はそこは信用しないといけないのではないかと思いま

すけれども。

【中谷理事長】 今後の見通しでは、憲法改正の条件を2

分の1に変えそうでしょうか。

【長谷部先生】 先のことはわかりませんけれども、少な

くとも参議院選挙が終わってすぐにアクセルを踏むと

いう状況ではどうもなさそうな感じがしているのです。

けれども、これについては「おまえは見方が甘い」と

言われるかもしれませんけれども。

【美濃地】 大阪からまいりました美濃地と申します。官

公庁の調査をやっております。

興味本意の質問で恐縮なんですけれども、大学がも

ともと法学部だったので、浦部先生とか、棟居先生と

か、松下先生の講義を受けたのですけれども、本当に

全然おもしろくなくていつも寝ていたのですけれども、

きょうは本当は先生のご本を開くのがすごくいやでい

やだったのですけれども、本を開いたらすごくおもし

ろくて、きょうのお話も本当に関心を持てる話で、こ

ういうことを大学のときやってくれればよかったなと

ちょっと思ったぐらいなんですが、本の中で触れられ

てなかったことでご質問したいと思っております。

憲法にも人柄があるというのは、非常にああそうだ

な、なるほどなと思ったのですけれども、きょうのお

話、あるいは本の中で触れられなかったことで、天皇

に関する条項のところがまったく触れられてなかった

ような気がしまして、日本国憲法あるいは大日本帝国

憲法がお国柄があるとすると、そこのところが非常に

特徴があるのではないかな、オリジナリティーがある

なと思っておりまして、多くの右だといわれる人、あ

るいは左の人もそうですけれども、議論が天皇の位置

づけというところに結構走っているのではないかなと

いう気もしていまして、今回、100年後を考えるとい

うテーマ、お題も与えられておりまして、私はうっと

思ったのは、もう天皇家が絶滅するのではないかなと

いうのが、喫緊の議論としては、男子があとを継げそ

うな人がひとりしかいないということもあって、100

年後の今の憲法になると、皇室典範を変えればいいの

かもしれませんけれども、天皇家絶滅するという事態

も想定されている中で、そもそも天皇の位置づけとい

うのが、個人的な感想として絶滅することに対しては

どう対応するのかということと。

それから、個人的な関心としては、天皇が象徴とい

美濃地研一氏
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うふうに何回も小学校ぐらいから聞かされてきたので

すけれども、それなんか今の立憲主義とかいろんな話

からすると、非常に中途半端な感じがしていまして、

もっとはっきり位置づけるか、あるいは本当に象徴で

なくて、関係ないんだよとはっきり言うというふうな

ことも必要なのかなという気もしまして、先生が言及

されてなかったのは、何か理由があって言及されてな

かったのか、理由があって言及されてないのか分から

ないのですけれども、私自身は象徴という位置づけに

納得できてなくて、もっとしっかり位置づけるか、あ

るいはもっと軽くするか、そういうことをもっと考え

てもいいのではないかと思っております。

すみません。感想と、2つ目の天皇の位置づけにつ

いて。

【長谷部先生】 天皇制については、『憲法と平和を問いな

おす』（ちくま新書、2004年）の中で触れているので

すが、あの本で私が申し上げたことは2つありまして、

最初に現在の皇室典範では男系男子ということになっ

ておりますので、今のままでは危ないということです。

それはおっしゃる通りですが、もう1点は、憲法に

は世襲というふうに書いてあるだけでありますので、

養子をすればいいわけです。養子をしてはいけないと

憲法に書いているわけではございませんので、皇室典

範を変えれば、もしかしたら美濃地さんが天皇家の養

子になって皇位をお継ぎになって、君が代は世の末ま

で続くということも可能性としてはあり得るわけです。

ほかにも私は天皇家存続のための秘策を持っているの

ですが、これはお酒の席にでもお話ししたいと思いま

す。

それから、象徴という点については、ご案内の通り、

憲法1条には「天皇は日本国および日本国民統合の象

徴である。それは主権の存する日本国民の総意に基づ

く」と書いてあります。象徴という言葉は法律用語で

はありません。強いていえば社会心理学上の用語で、

たとえば「ハトは平和の象徴」というように、具体的

な何ものかが抽象的な何ものかを示しているときの、

その具体的なものを指します。なぜそういうことが可

能かというと、みんながそう思うという事実があるか

らですね。みんながハトを見ると、「おお平和だ」と思

うから、ハトは平和の象徴になるのです。

繰り返しになりますが、「日本」という国は、頭の中

の約束事です。ですから、そういう意味で抽象的な存

在です。そして天皇を見ると、多くの人が「ああ、日

本だ」と思うこと、これは社会心理学上の事実です。

そういう事実があるので、「だから天皇は日本国の象徴

なのです」という事態を憲法の第1条が叙述している

わけです。逆に、天皇を象徴だと「思え」と命令して

もこれは無理です。いくら憲法でも、人の心はコント

ロールできません。旧憲法下から、あるいはそれ以前

から天皇は日本国の象徴だったわけで、象徴だったの

はなぜかといえば、みんながそう思っているからです、

ということが憲法に書いてあるわけです。いわば、当

然のことが書いてあるだけで、そういう意味では私は

何の問題もないと思います。

私はだいたいにおいて現憲法の天皇に関する条文と

いうのは、よく考えてある条文だと思っておりまして、

不満は持っていません。

【美濃地】 わかりました。ただ、右、左、いろんな方か

らはここのところが議論になるなという論点かなと思

っていました。

【長谷部先生】 よく考えると何の謎もないことが分かれ
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ば、みなさん納得されるのではないかと思いますが。

【美濃地】 もうひとつ、つまらない質問かもしれないの

ですけれども、グローバル化の経済と関わるかもしれ

ませんが、タックスヘイヴンというのがあって、グァ

ンタナモ米軍基地もそうだったと思うのですけれども、

要は憲法が及ばないようないいかげんな地域を結構西

欧の国は都合よくつくっていて、うまく使っているな

というか、それこそ二枚舌で、りっぱなことをおっし

ゃるけれども、アンダーテーブルのところではうまい

ことやっているなという気がして、日本もむしろその

ぐらいのしたたかさをもってやったらどうかなという

気がしていて、タックスヘイヴンも今からつくれとい

う話ではないのですけれども、現実としてはあって、

そこをうまいこと使っているなというのが国際政治で

はないかなという気がしたのですけれども、憲法論と

は違う話なのかもしれないのですけれども、グァンタ

ナモ米軍基地みたいなところが実際あって、うまいこ

とをやっているなというのが先生の目から見るとどう

なんでしょうか。憲法が及ばないといって虐待をした

とかということが報道されたりして。

【長谷部先生】 うまくやっているというのもひとつの見

方ですし、やはりあれがあったおかげで、アメリカは

大いに評判を落としてしまったというのもひとつの見

方です。あのケースは、理念と現実が違うというより

も、本当に二枚舌で、やはりやってはいけないことを

やっていたのだと思います。

【美濃地】 分かりました。結構です。ありがとうござい

ました。

【谷口】 大阪から来ました谷口と申します。よろしくお

願いします。

質問ですが、個人的に集団的自衛権を日本が持って欲

しいと思っておりまして、そんな観点で憲法を眺めてい

ました。私が考えますに、憲法は大きく2つの要素から

構成されています。ひとつは最終的に国民に保章する権

利を書いた部分、たとえば男女平等の権利に関する記述

です。最終的に国民が享受する状態を、目指して、どの

ような手続で国を運営するかという部分に分かれている

と思います。国民が権利を享受できることが最優先だと

思いますので、どのようにしてそれを実現するかという

手続の部分は、どちらかというと憲法の中でも従に属す

るものではないかと思っております。そう考えたときに、

もし他国に自由な多様性を認めるような国体を持ってな

い国が、帝国的に拡大する状況になったときに、それが

防止できなかったら、最終的に国民が享受すべき権利を

守れなくなる可能性が高くなります。もしそういう事態

を防げないとすれば、その憲法はあまり良くない、機能

不全な憲法ではないかなと考えて、何とか（侵略的な国

家に対抗するために）集団自衛権を正当化できないかな

と勝手に考えていたのですが、そういう議論は存在する

のかどうか。

【長谷部先生】 私が不勉強のせいか、そういう議論自体

は耳にしたことはありません。先ほどご説明した通り

で、日本固有の利益、日本国民の生命、財産を守るた

めの自衛権の行使については、政府は「そうすること

はできる」という話です。

ところで、私が子供のころ「サンダーバード」とい

う人形劇がありました。世界のどこかで生命の危機に

瀕している人がいると、自分たちにとっては何の利益

にもならないのに莫大なコストをかけて、自分自身も

命が危ないという状況に陥るのに、地球の果てまで出

かけていって、人命救助をするという人形劇です。そ

谷口智史氏
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れ自体は大変おもしろかったのですけれども、一方で、

現在の日本がそういうことをするのかどうかという話

ですね。

こうした人助けをやらないというのは、悪くいえば、

自分勝手というか、自己利益のことしか考えてない国

ではないかということになるかもしれません。しかし、

日本は武力の行使以外の支援はやります、と言ってい

ますので、他人のことは何も考えない国とイコールで

はないだろうと思います。

自衛隊員も日本国民なので、自国民の生命を危険に

さらしてまでそこまでやるかという、そこの判断だと

思います。やるべきだという議論はもちろんあり得る

だろうと思いますけれど、今まではやってこなかった

し、それでとても困ったことになっているかというと、

そうでもないということではないかと思います。

【中谷理事長】 そろそろ時間になりましたので、もしど

うしても発言したいという人がいなければ一応ここで

お開きにしたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。

きょうは塾生のいろいろな質問に対して丁寧にお答

えいただきましてありがとうございました。本当に感

謝いたします。どうもありがとうございました。（拍手）


